
公害防止管理者法の概要 
 
１．法律 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和 46 年法律第 107 号） 
 
２．制度概要 

 産業公害の防止に万全を期すために、各種公害防止関係規則が遵守されるように、事業

者が工場内において有効適切な公害防止体制を確立することが必要との観点から、一定の

条件を有する特定工場において、公害防止統括者及び公害防止管理者を中核とする公害防

止組織の整備と都道府県知事又は政令指定都市の市長への届出を義務付けている。 
 
＜組織＞ 
  公害防止統括者  工場の公害防止に関する業務を統括・管理 
           （工場長等を想定、資格は不要） 
 
 公害防止主任管理者 公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮 
           （部長・課長を想定、資格が必要） 
 
  公害防止管理者  公害発生施設又は公害防止施設の点検、原材料等の検査等を実施 
           （施設の直接の責任者を想定、資格が必要） 
 
３．公害防止管理者等の資格 

 公害防止管理者は、公害防止主任管理者を含め、排出量等に応じた公害発生施設の区分

に応じ、選任することが必要となる公害防止管理者の種類が異なる。具体的には、大気関

係１種～４種、特定粉じん関係、一般粉じん関係、水質関係１種～４種、騒音関係、振動

関係、ダイオキシン類関係、主任管理者の１４種類の資格がある（騒音・振動については、

平成１８年度以降、資格区分が統合された）。 
 資格を得るには、①毎年実施される国家試験に合格することにより資格を得る方法と、

②実務経験等のある者が毎年実施される資格認定講習を受講して、資格を得る方法がある。 
 
４．指定試験機関 

 公害防止管理者試験は、経済産業大臣及び環境大臣が行う国家試験であるが、法第８条

の２の規定により、経済産業大臣及び環境大臣が指定する指定試験機関に、試験事務を申

請に基づき、実施させることが必要。現在、（社）産業環境管理協会が指定されている。 
 
５．資格認定講習 

 公害防止管理者の資格認定講習は、経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う

こととされている。現在、３法人（（社）産業環境管理協会、（社）日本舶用工業会、（社）

日本砕石協会）が講習機関として登録されている。 
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公公害害防防止止管管理理者者制制度度のの概概要要図図  
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 公害防止管理者等 
  
１．公害防止統括者（法第３条第１項） 
    特定工場において公害防止に関する業務を統括管理す

る者（工場長クラス） 
 
 ２．公害防止主任管理者（法第５条第１項） 

一定規模以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設
（排出ガス量が４万立方ｍ／ｈかつ排出水量が１万立
方ｍ／ｄ以上）が設置されている特定工場において、
技術的事項について公害防止統括者等を補佐し、公害
防止管理者を指揮する者（部長・課長クラス） 

 
 ３．公害防止管理者（法第４条第１項） 

特定工場において公害発生施設で使用する原材料等の
検査、公害発生施設の維持管理等公害防止に関する技
術的事項を管理する者（課長・係長クラス） 

 
 ４．上記の代理者（法第６条第１項） 

上記の者がその職務を行うことができない場合にその
職務を行う者 

  特 定 事 業 者 
 
 ○以下の施設を設置している特定工場（法第２条） 
 対象業種：製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の４業種 
 １．大気（ボイラー等３２施設） 
  ・有害物質に係るばい煙発生施設（窯業製品の製造の用に供する焼

成炉等１４施設） 
  ・上記以外の工場で排出ガス量が１時間当たり１万立方メートル以

上のもの 
 ２．水質（合成樹脂製造業の用に供する施設等７５施設） 
   ・健康項目に係る汚水等排出施設（紡績業又は繊維製品の製造業の

用に供する施設等３２施設） 
   ・上記以外の工場で排出水量が１日当たり千立方メートル以上のもの
 ３．騒音 
  ・騒音発生施設（呼び加圧能力が980キロニュートン以上の機械プレ

ス、ハンマーの落下部分の重量が１トン以上の鍛造機のみ） 
 ４．振動 
  ・振動発生施設（呼び加圧能力が2941キロニュートン以上の矯正プ

レスを除く液圧プレス、呼び加圧能力が980キロニュートン以上の
機械プレス、ハンマーの落下部分の重量が１トン以上の鍛造機の
み）で一定規模以上のもの 

 ５．特定粉じん 
  ・石綿を含有する製品の製造の用に供する解綿用機械等で一定規模

以上のもの 
 ６．一般粉じん 
  ・石綿以外の粉じんを発生する施設（コークス炉等５施設）で一定

規模以上のもの 
 ７．ダイオキシン類 
   ・ダイオキシン類を含む排出ガス又は排出水を排出する施設（銑鉄

製造用の焼結炉等１６施設） 

  
 
 
 
                    資格の付与 

 
        届 出 
 

 都道府県知事又は 
政令で定める市の長 

 
・届出の受理 
  （法第３条第３項) 
  （法第４条第３項) 
  （法第５条第３項) 
  （法第６条第２項) 
  （法第６条の２) 
 ・公害防止統括者等の解任命令 
   （法第１０条第１項） 
 ・報告の徴収及び立入検査 
   （法第１１条第１項） 
・罰則 

 国 
（財務省、厚生労働省、農林水産省、 
 経済産業省、国土交通省及び環境省）
 
・国家試験（法第８条） 
経済産業大臣及び環境大臣が実施 

  指定試験機関（法第８条の２） 
  昭和６２年(社)産業環境管理協を指定
  受験手数料（法第１２条の２） 
 
・資格認定講習（法第７条） 
登録講習機関[現在３機関]が実施 
（社）産業環境管理協会 
（社）日本舶用工業会 
（社）日本砕石協会 

  公害防止管理者等の資格要件 
（法第７条） 

○区分ごとの公害防止管理者試験に合格又
は認定講習を修了すること（公害防止管理
者及び公害防止主任管理者並びにこれら
の代理者の資格要件） 

 ・大気関係第１種～第４種 
 ・水質関係第１種～第４種 
 ・騒音・振動関係 
（平成１８年度より区分統合） 

 ・特定粉じん関係 
 ・一般粉じん関係 
 ・ダイオキシン類 
 ・公害防止主任管理者 

 
 

特特定定工工場場ににおおけけるる公公害害防防止止組組織織のの例例  
 
 

（工場長が一般的） 

 
 

排ガス量 4万ｍ3/時以上 
排水量 1万ｍ3/日以上 
の場合 

大気 1 種（大気関係
の有害物質発生施設
の場合） 

 

統括者  主任管理者  大気 1種管理者  

     

[代理]統括者  [代理]主任管理者  [代理] 大気 1種管理者 

（国家資格不要）  （国家資格要）   

   水質 1 種（水質関係
の有害物質発生施設
の場合） 

 

   水質 1種管理者  

     

   [代理] 水質 1種管理者 

                                      （国家資格要） 

特定工場 
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認定講習修了者累計

国家試験合格者累計

公害防止管理者等の現状について 

 
表 公害防止管理者等国家試験合格者及び資格認定講習修了者の人数 

 
昭和46年度～平成18年度(累計)
国家試験 認定講習
合格者数 修了者数

 大気関係　
　　　　　第１種 56,512 52 56,564
　　　　　第２種 4,756 23,462 28,218
　　　　　第３種 6,655 12,706 19,361
　　　　　第４種 6,757 38,121 44,878
　　　　　小　計 74,680 74,341 149,021
 水質関係　 0
　　　　　第１種 92,300 74 92,374
　　　　　第２種 19,864 53,071 72,935
　　　　　第３種 9,539 5,782 15,321
　　　　　第４種 20,862 35,596 56,458
　　　　　小　計 142,565 94,523 237,088

0
 騒音関係 46,799 29,977 76,776
 特定粉じん関係 243 312 555
 一般粉じん関係 5,324 23,228 28,552
 振動関係 13,696 24,396 38,092
 ダイオキシン類関係 9,238 1,454 10,692
 主任管理者 12,252 613 12,865
　　　合　　　計 304,797 248,844 553,641

合計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 公害防止管理者等の資格取得者の推移 


